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議
会
運
営
委
員
と
正
・
副
議

長
は
、
十
月
四
日
か
ら
六
日
に

か
け
て
香
川
県
高
松
市
、
山
口

県
下
関
市
、
福
岡
県
太
宰
府
市

を
訪
問
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
市
議

会
の
先
進
的
な
取
り
組
み
に
つ

い
て
視
察
を
行
い
ま
し
た
。 

　
高
松
市
議
会
で
は
、
議
会
改

善
検
討
委
員
会
を
立
ち
上
げ
て
、

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
に
よ
る
議
会

中
継
の
あ
り
方
な
ど
、
様
々
な

分
野
で
改
善
が
進
め
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
中
で
も
、
常
任
委
員

会
の
機
能
充
実
を
図
る
た
め
、

各
常
任
委
員
会
が
年
間
の
調
査

テ
ー
マ
を
決
定
し
、
そ
れ
を
重

点
的
に
調
査
研
究
し
て
い
く
取

り
組
み
は
、
大
変
参
考
に
な
り

ま
し
た
。
　
　
　
　 

　
下
関
市
議
会
と
太
宰
府
市
議
会
で

は
、
全
国
的
に
広
が
り
つ
つ
あ
る
一

般
質
問
で
の
一
問
一
答
制
と
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
閲
覧
で
き
る
議
会
中

継
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
視
察
を
行
い

ま
し
た
。 

　
二
つ
の
市
議
会
と
も
、
発
言
回
数 

が
三
回
ま
で
で
あ
っ
た
も
の
が
、
何

回
で
も
発
言
で
き
る
一
問
一
答
制
を

導
入
し
た
こ
と
に
よ
り
質
問
者
数
が

増
え
て
活
性
化
し
て
き
た
こ
と
と
、

執
行
部
側
の
答
弁
も
短
く
て
わ
か
り

や
す
く
、
深
い
議
論
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
と
の
こ
と
で
し
た
。
課
題

点
と
し
て
は
、
質
問
の
内
容
が
拡
大

し
た
り
、
新
た
な
方
向
に
展
開
し
て

し
ま
う
傾
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で

し
た
。 

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
議
会
中

継
の
ア
ク
セ
ス
数
は
、
下
関
市
議
会

で
は
一
日
当
た
り
五
百
五
件
が
過
去

最
高
で
、
録
画
中
継
で
は
土
・
日
曜

日
と
も
百
件
を
超
え
る
と
の
こ
と
で

し
た
。
ま
た
、
本
会
議
の
ほ
か
、
予

算
審
査
特
別
委
員
会
の
中
継
も
行
う

と
い
う
先
進
的
な
取
り
組
み
も
さ
れ

て
い
て
、
大
変
参
考
に
な
り
ま
し
た
。 

　
四
年
に
一
度
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
。

日
本
選
手
の
活
躍
は
私
た
ち
に
感
動

と
元
気
を
与
え
て
く
れ
ま
し
た
。
　 

　
そ
の
一
方
で
、
地
方
自
治
体
は
地

方
分
権
の
そ
の
中
で
、
地
方
交
付
税

が
大
幅
に
削
減
さ
れ
て
、
更
な
る
行

財
政
基
盤
の
強
化
が
求
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
事
務
事
業
の
効
率
化
、
市
町

村
合
併
の
可
能
性
も
含
め
、
周
辺
自

治
体
と
の
連
携
を
さ
ら
に
深
め
て
い

く
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

　
　
　
　
　
編
集
委
員
　
米
谷
俊
子 

 

議会運営委員会の視察報告  

◆平成16年陳情第6号 
　義務教育費国庫負担制度の堅持と学級規模の 

　縮小に関する陳情 

　○陳情者 
　豊川市学校教職員組合　 

　執行委員長　齋藤　泰伸 

　愛知県学校事務職員組合東三河支部豊川分会 

　会　　　長　西岡幸次郎 

　（署名者数　５０４名） 

◆平成16年陳情第7号 
　国の責任で３０人以下学級の実現を求める意 

　見書採択を求める陳情 

　○陳情者 
　愛知県高等学校教職員組合 

　委員長　高須　和博 

◆平成16年陳情第8号 
　教育基本法の改定ではなく、その理念の実現 

　を求める意見書の採択を求める陳情 

　○陳情者 
　憲法と教育基本法の理念を実現する愛知の会 

　代表　名古屋大学名誉教授　榊　達雄 

　　　　愛知大学法科大学院教授　小林　武 

■結　果　 
　すべての陳情について　聞きおく 

 

 

陳　情 
 

市議会を傍聴しましょう 
次回の定例市議会 
　　（平成16年第4回定例会） 

◆会期日程予定 
第4回定例会（12月定例会）は次の日程 
で予定しています。 
　11月29日　開　　　会　13時30分　　 
　12月　2日　一 般 質 問　10時     　　 
　12月　3日　一 般 質 問　10時     　　  
　12月　7日　中　　　日　13時30分 
　12月　9日　常任委員会　10時 
　12月10日　常任委員会　10時 
　12月14日　最　終　日　13時30分 

　日程は変更になることもありますので、 
詳しくは議会事務局（189-2150）へお 
問い合わせください。 
　本会議や委員会は、議会事務局で簡単な 
手続き（住所、氏名等のご記入）をしてい 
ただければ傍聴することができます。 
　なお、議会だよりはホームページにも掲 
載しております。 
 

市議会を傍聴しましょう 
次回の定例市議会 
　　（平成16年第4回定例会） 

◆会期日程予定 
第4回定例会（12月定例会）は次の日程 
で予定しています。 
　11月29日　開　　　会　13時30分　　 
　12月　2日　一 般 質 問　10時     　　 
　12月　3日　一 般 質 問　10時     　　  
　12月　7日　中　　　日　13時30分 
　12月　9日　常任委員会　10時 
　12月10日　常任委員会　10時 
　12月14日　最　終　日　13時30分 

　日程は変更になることもありますので、 
詳しくは議会事務局（189-2150）へお 
問い合わせください。 
　本会議や委員会は、議会事務局で簡単な 
手続き（住所、氏名等のご記入）をしてい 
ただければ傍聴することができます。 
　なお、議会だよりはホームページにも掲 
載しております。 
 

公職選挙法により政治家はこのようなことができません。 
祭りの寄付・各種会合へのご祝儀・開店祝の花輪やお祝等 
また、有権者から寄付を求めることも禁止されています。 

　　　　　　　　　　　　皆様のご理解をお願いいたします。 


